
製造や調理の工程での衛生的な取組について、文書化（衛生管理計画の作
成）し、記録を行うことです。記録の内容等を定期的に振り返りましょう。

Q　HACCPって何？

HACCPはソフト面の基準です。今ある施設や設備でできます。
サポートもしていきますので、一緒にがんばりましょう。

Q　設備の整備でお金がかかるって聞くけど？

令和２年６月１日からスタートします。
（準備期間として、令和３年５月31日まで経過措置があります。）

Q　いつまでにしないといけないの？

原則、すべての食品等事業者が対象となります。

対象事業者は、「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた
衛生管理」のどちらかの基準で衛生管理を行うことになります。

Q　家族経営の小さい飲食店だけど義務なの？

普段から行っている衛生管理はそのままで、次の４つをやってみましょう！

Q　何から始めたらいいの？

① 衛生管理計画の作成
　（何に気をつければいいのか考えてみて、文書化しましょう）
② 計画に沿って、実行
③ 記録・確認
④ ふり返り（記録を定期的に振り返り、必要に応じて計画を見直しましょう）

コーデックスのHACCP７原則に基づく衛生管理を行う。
【対象事業者】

大規模事業者（食品を取扱う従業員が50人以上の事業者）、と畜場等

HACCPに基づく衛生管理

業界団体が作成した手引書を参考に簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。
【対象事業者】

・飲食店、給食施設、パン、総菜・弁当の調理等の事業者
・菓子の製造販売、豆腐の製造販売、食肉・魚介類の販売等の事業者
・包装済み食品のみ販売する事業者
・食品を小分けして販売する事業者（八百屋、米屋、コーヒーの量り売り等）
・小規模事業者（食品を取扱う従業員が50人未満の事業者）

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

実際に
やって
みよう！
(裏面へ)



(１)まずは、自分のお店に合う手引書を見てみよう！

(２)手引書を参考に管理方法を記載して
　　みよう！
　　これが「衛生管理計画」になります。

やり方がわからない場合は、お近くの福
祉保健所に相談してみてください！

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理をやってみよう！

①一般衛生管理（普段から行っている衛生管理）

②重要管理（取扱う食品に応じて行う衛生管理）

(３)実施したら、記録をつけてみよう！

記録はペンで！鉛筆は×

様々な種類の手引書があ
るので、自分のお店や施
設に合った業種の手引書
を選びましょう。

ここでは、
飲食店の手引書
を見てみるよ

記載例

（問い合わせ先）
高知県中央西福祉保健所　衛生環境課
食品保健担当

住所：高岡郡佐川町甲１２４３－４
TEL：088９－２２－２５８８
FAX：088９－２２－９０３１
ﾒｰﾙ：13011５@ken.pref.kochi.lg.jp


